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令和３年度介護報酬改定にお
ける改定事項ついて

全施設・サービス事業所共通編



①感染症対策の強化

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を
求める観点から、以下の取組を義務づける。
（R6.3.31まで経過措置）

施設系サービス
現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュ
レーション）の実施

施設系以外のサービス
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実
施

出典：厚生労働省ホームページ

令和３年度介護報酬改定における改定事項について

全サービス共通改定事項①

①感染症対策の強化
②業務継続に向けた取組の強化
③CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
④人員配置基準における両立支援への配慮
⑤ハラスメント対策の強化
⑥会議や多職種連携におけるICTの活用
⑦利用者への説明・同意等に係る見直し
⑧員数の記載や変更届出の明確化
⑨記録の保存等に係る見直し
⑩運営規程等の掲示に係る見直し
⑪高齢者虐待防止の推進 出典：厚生労働省ホームページ

令和３年度介護報酬改定における改定事項について



②業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に
提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、
業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）
の実施等を義務づける。
（R6.3.31まで経過措置）

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について

出典：厚生労働省ホームページ
介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

自然災害発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000749533.pdf

新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド
ライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000749533.pdf

参考



③CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進し
ていく観点から、全てのサービス（居宅介護支援を除く）について、
CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、
ケアの質の向上の取組を推奨する。
居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケ
アマネジメントへの活用を推奨する。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について

④人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進
め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基
準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

•「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤
務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場
合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

•「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間
勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上
も１（常勤）と扱うことを認める。

•人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、
産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有す
る複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと
を認める。

•この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加
算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、
当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について



⑤ハラスメント対策の強化

介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全て
の介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対
策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることと
する。
運営基準において、事業者が必要な措置を講じなければならないことを規
定。

【基準】※訪問介護の例
指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業
環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ
なければならない。

介護現場におけるハラスメント対策（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
介護現場におけるハラスメント対策マニュアルや研修の手引き等が掲載されています。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について

出典：厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000635337.pdf ）



⑥会議や多職種連携におけるICTの活用

運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や
多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダン
ス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考
にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の
同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
（※）利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について

⑦利用者への説明・同意等に係る見直し

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政
府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への
説明・同意について、以下の見直しを行う。

書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則
認めることとする。

利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及び
その場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。

利用者と事業所の間でトラブルにならないよう十分にご注意ください。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について



⑧員数の記載や変更届出の明確化

介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図
る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」につ
いて、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程にお
ける「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は
年１回で足りることを明確化する。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について

⑨記録の保存等に係る見直し

介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図
る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、
適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めること
とし、その範囲を明確化する。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について



⑪高齢者虐待防止の推進

〇全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止
等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、
指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。
（R6.3.31まで経過措置）

○運営基準に以下を規定
•入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を
行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなけれ
ばならない旨を規定。
•運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のため
の措置に関する事項」を追加。
•虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければなら
ない旨を規定。

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用
可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周
知徹底を図ること

②虐待の防止のための指針を整備すること
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

（※３年の経過措置期間を設ける。）

⑩運営規程等の掲示に係る見直し

介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点か
ら、運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能
な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について

出典：厚生労働省ホームページ
令和３年度介護報酬改定における改定事項について



・指定更新
・加算に関する届出
・加算に関する届出
・変更届出・再開、休止

廃届出 について



指定更新に係る届出
•介護保険法により事業所の指定は、６年ごとに更新が必要です。
•様式はいすみ市のホームページからダウンロードできます。
いすみ市> くらし・行政> 医療・健康・福祉> 高齢者福祉> 介護保険>
事業所提出様式（新規指定・更新・変更等）
•指定有効期間満了日の２ヶ月前までに提出してください。
•申請書類は、窓口での提出または郵送での提出をお願いいたします。
•申請内容について照会する場合があります。必ず事業所控えを作成し
て下さい。
•現在休止中の事業所において更新手続きを行わない場合は、「廃止
届」を提出してください。

加算に関する届出

•「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目
（「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制
等」）に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関す
る届出が必要です。

・算定される単位数が増える場合の提出期限

サービス種類 算定の開始時期

居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型
通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小
規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

・毎月15日以前に提出→翌月から
・16日以降に提出→翌々月から
（訪問看護の緊急時訪問看護加算
に限り、届出を受理した日から）

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定
施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福
祉施設

届出が受理された月の翌月から
（届出を受理した日が月の初日で
ある）



変更届出書

•厚生労働省令で定める事項（右の変更届出書に記載されている事
項）が変更になった場合は、変更があった日から10 日以内に届出が必
要です。
•「変更届出書」に必要書類を添付のうえ提出してください。
•変更届出書の様式及び添付書類一覧は、いすみ市ホームページに掲
載してあります。
・加算届については、厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

ご参照ください。

様式第６号（第３条関係）

年 月 日

様

申請者

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

年 月 日

事業所の名称

事業所の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

登記事項証明書・条例等

（当該事業に関するものに限る。）

事業所の平面図

運営規程

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

備考

いすみ市長

（変更後）

（変更前）

指定居宅介護支援事業所変更届出書

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

（代表者氏名）

名称

所在地

介護保険事業所番号

変更があった事項（該当に○）

変更年月日

（所在地）

（名称）

「（別添）変更届への標準添付書類一覧」を確認し、必要書類を添付してください。

指定内容を変更した事業所等

サービスの種類

変更の内容

指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所 地域密着型サービス事業所

様式第４号（第３条関係）

年 月 日

様

申請者

（代表者氏名）

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

年 月 日

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所

登記事項証明書・条例等

（当該事業に関するものに限る。）

事業所（施設）の建物の構造、専用区画等

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所

運営規程

協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等

との連携・支援体制

本体施設、本体施設との移動経路等

併設施設の状況等

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

その他事項

備考 「変更届への標準添付書類一覧」を確認し、必要書類を添付してください。

指定内容を変更した事業所等

サービスの種類

変更の内容

（変更前）

変更届出書

（所在地）

（名称）

いすみ市長

名称

所在地

介護保険事業所番号

変更があった事項（該当に○）

変更年月日

（変更後）

いすみ市> くらし・行政> 医療・健康・福祉> 高齢者福祉> 介護保険>事業所提出様式（新規指定・更新・変更等）

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html


廃止・休止届出書

•廃止・休止届は、廃止または休止しようとする日の１月前までに提
出して下さい。
•利用者の移管先一覧（任意様式）を添付してください。
•廃止・休止届出書は、ホームページに掲載してあります。

居宅介護支援事業所 地域密着型サービス事業所

いすみ市> くらし・行政> 医療・健康・福祉> 高齢者福祉> 介護保険>事業所提出様式（新規指定・更新・変更等）

様式第６号（第３条関係）

年 月 日

様

申請者

（代表者氏名）

次のとおり事業を廃止（休止）するので届け出ます。

備考 廃止又は休止する日の１月前までに届け出てください。

廃止（休止）届出書

介護保険事業所番号

日

いすみ市長

休止日 ～ 年 月

名称

所在地

（所在地）

（名称）

日

現にサービス又は支援を
受けている者に対する措置

休止予定期間

廃止（休止）する事業所

廃止・休止の別

廃止・休止する年月日

廃止・休止する理由

サービスの種類

廃止 ・ 休止

年 月



再開届出書

•再開届は、再開後10日以内に提出してください。
•当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添
付してください。
•再開届出書は、ホームページに掲載してあります。

居宅介護支援事業所 地域密着型サービス事業所

いすみ市> くらし・行政> 医療・健康・福祉> 高齢者福祉> 介護保険>事業所提出様式（新規指定・更新・変更等）

様式第５号（第３条関係）

年 月 日

様

申請者

（代表者氏名）

次のとおり事業を再開しましたので届け出ます。

備考 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式1）を添付してください。

所在地

介護保険事業所番号

再開した事業所

（名称）

いすみ市長

名称

再開届出書

再開した年月日

サービスの種類

年 月 日

（所在地）



いすみ市ホームページ



いすみ市ホームページ



いすみ市ホームページ

A
B

A：申請関連



いすみ市ホームページ

B：その他届出関連


